
東日本大震災に対する高齢者支援へのアピール 

 

 

３月１１日に発生した東日本大震災で犠牲になられた方々のご冥福をお祈りしますとともに、被災

された皆さまに心からお見舞い申し上げます。 

 私たちは、被災された皆さまの無念さと悲しみに心を寄せながら、力をあわせて被災地の復興支

援に取り組みます。 

震災から一カ月を経過した今、地震・津波から助かりながらも、多くの被災高齢者が避難所等で亡

くなられるなど、避難所等の環境整備の遅れによるしわ寄せを高齢者が受けています。 

国や都道府県は、住民・国民の命と安全を守り、安心を保障しなければなりません。現行制度を積

極的、柔軟に運用するとともに、必要な立法や制度の創出など迅速な対応を行うべきです。 

 

 ついては、私たちは以下の点について要望します 

 

 

１. 医療保険料や介護保険料、自己負担を免除し10割給付とすること。必要な医療や介護サー

ビスの利用は柔軟に対応するともに、支給限度額を超えた介護サービス利用についても自

己負担を求めないこと。 

 

 

２. 被災地域の市町村が保険者として機能できない状況の中で、国や都道府県が役割を代行し、

その責任で必要な医療、福祉、介護保険サービスの提供体制の確保と円滑な提供をはかる

こと。 

 

 

３．「介護」に特化されている介護保険制度では、災害により最も被害を受けやすい高齢者の

命と安全、暮らしは守れません。老人福祉法に基づいて、国や都道府県は、高齢者福祉に

必要な措置を緊急に講じること。 

 

 

４．速やかに避難所の環境を改善し、福祉避難所の拡充やケア付き住宅の整備など避難所で過

ごすことが困難な高齢者の居場所を確保すること。 

 

 

５．早急に被災施設の状況を調査するとともに原子力発電所が破壊された未曾有の事態に対し

て、起きている状況や事実を国民が正確に把握、理解し対応をしていくことができるよう

に、透明性の高い情報を迅速に公開していくこと。 

 

 

 

２０１１年 ４月１６日 

 

 

「 介護保険１０年 どうなる どうする 」  共同集会ＰＡＲＴⅡ 



 

「 介護保険１０年 どうなる どうする 」  共同集会アピール 

 

 本日、社会福祉施設の管理者や職員、関係者、市民が集い、2012年度介護保険改定に焦点を

あて、福祉や介護のあり方について学び、意見交換を行いました。 

ここに、参加者の総意による共同集会アピールとして以下の確認をします。 

 

 

１．保険料・利用料の減免制度を拡充し、所得に応じた負担制度に変更すること。また、居住

費・食費の原則本人負担は直ちに廃止すること。 

 

 

２．要介護認定制度を廃止して、暮らしの中での介護の必要性に応じたサービスが受けられる

制度にすること。 

 

 

３．介護給付の軽度者外しを撤回し、生活援助サービスの一層の充実をはかること。 

 

 

４．待機者をなくするために特別養護老人ホームの緊急整備を行うこと。またセーフティネッ

トとしての養護老人ホームの緊急整備を行うこと。施設建設をすすめるために、公費によ

る建設補助を４分の３に戻すこと。 

 

 

５．職員配置基準の改善と専門職に相応な身分・給与の改善を行うこと。すべてのサービスの

指定基準内職員は、常勤職員とすること。 

 

 

６．新たに必要となる財源は、政府や自治体が公的な責任と負担によるものとすること。 

 

 

７．社会保障審議会・各分科会の委員には、利用者や事業者をはじめ、国民の意見を反映させ

る委員を参加させること。 

 

 

 

２０１１年 ２月１３日 

２０１１年 ４月１６日 

 

 

「 介護保険１０年 どうなる どうする 」  共同集会ＰＡＲＴⅡ 


